
2025/10/17 ~ 2025/11/14

A B C D

1 腸管出血性大腸菌等の感染症の発生予防のため、保健所が実施している給食施設の衛

生指導を遵守していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

2 衛生管理自主点検の実施が必要であることを理解し、食中毒防止対策を適正に行い、

毎日、衛生自主管理点検（①冷蔵庫内の温度、②手指の洗浄殺菌、③原材料等の

仕入れ時の検品、④従事者の健康、⑤表示の確認）の記録を作成していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

3 調理施設の点検表を作成していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

4 食品の加熱加工の記録簿を作成していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

5 食品の保管時の記録簿を作成していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

6 専用の手洗い、消毒の設備を各作業区域の入り口手前に設置していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

7 手洗いの設備には石けん、爪ブラシ、ペーパータオル、殺菌液等を定期的に補充し、常に

使用できる状態にしていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

8 調理従事者等は、便所及び風呂等における衛生的な生活環境を確保し、感染防止に努

め、徹底した手洗いを励行するなど、自らが施設や食品の汚染の原因とならないよう体調に

留意し、健康な状態を保つようにしていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

9 検便は、調理員に限定せず、他の職種であっても実際に調理業務に従事する職員（調

理補助として調理を行う職員や調乳を行う保育士など）についても、毎月１回以上実施

し記録を整備していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

10 調理従事者等は、下痢、嘔吐、発熱などの症状があったとき、また手指等に化膿創があっ

たときは、調理作業に従事しないことを理解し実施していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

11 下痢または嘔吐等の症状がある調理従事者等については、直ちに医療機関を受診し、感

染性疾患の有無を確認し、ノロウイルスを原因とする感染性疾患による症状と診断された

場合は、医師の許可が下りるまでは、食品に直接触れる調理作業を控えるなど適切な処

置をとっていますか

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

12 調理従事者等が着用する帽子、外衣は専用で、毎日清潔なものに交換していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

13 白衣は持ち帰らず、園で洗濯していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

14 下処理場から調理場への移動の際には、外衣、履き物の交換等を行っていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

15 便所には、調理作業時に着用する外衣、帽子、履き物のまま入らないことを理解し、実行

していますか
50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

16 調理、点検に従事しない者が、やむを得ず調理施設に立ち入る場合には、専用の清潔な

帽子、マスク、外衣及び履き物を着用させ、手洗い及び手指の消毒を行わせていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

令和7年度　自己評価結果　<調理>

調理　2名

A:理解して十分に取り組んでいる

B:概ね取り組んでいる

C:理解が不足し十分に取り組んでいない

D：取り組めていない

記録・点検・設備

調理従事者等の衛生管理

原材料の受け入れ・下処理段階における管理

いずみ第二保育園では、食の安全を第一に衛生管理やアレルギー対応を徹底し、調理を行っています。
日頃の管理や調理方法等を振り返り見直しを図りつつ、食育の推進に努めています。

以下の観点と評価項目に沿って自己評価を行いましたので、結果をご報告いたします。



17 原材料については、品名、仕入元の名称及び所在地、生産者（製造または加工者を含

む）の名称及び所在地、ロットが確認可能な情報（年月日表示またはロット番号）、並

びに仕入れ年月日を記録し、１年間保管していますか
0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

18 原材料について、納入業者が定期的に実施する微生物及び理化学検査の結果を提出さ

せ、その結果については保健所に相談するなどして、原材料として不適と判断した場合に

は、納入業者の変更等適切な措置を講じ、検査結果については、１年間保管しています

か

50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

19 原材料を配送用包装のまま、非汚染作業区域に持ち込んでいませんか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

20 原材料の納入に際しては調理従事者等が必ず立ち会い、検収場で品質、鮮度、品温

（納入業者が運搬の際、適切な温度管理を行っていたかどうかを含む）、異物の混入等

につき点検を行い、検収の記録簿を作成していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

21 野菜及び果物を加熱せずに供する場合には、流水（飲用適のもの）で十分洗浄し、必

要に応じて殺菌を行った後、流水で十分すすぎ洗いを行っていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

22 食材殺菌用の水は、用量をきちんと測って使用していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

23 腸管出血性大腸菌等の感染症の発生予防のため、保健所が実施している給食施設の衛

生指導を遵守していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

24 調理従事者等（食品の盛りつけ・配膳等、食品に接触する可能性のある全ての職員）

は、必ず流水・石けんによる手洗いで、しっかりと2 回（その他のときには丁寧に１回）手

指の洗浄及び消毒を行っていますか
50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

25 作業を移動するときは、30秒以上手を洗っていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

26 使い捨て手袋を使用する場合にも、原則として次に定める場合は交換を行っていますか

ア　汚染作業区域から非汚染作業区域に移動する場合

イ　食品に直接触れる作業に当たるとき

ウ　生の食肉類、魚介類、卵殻等微生物の汚染源となるおそれのある食品等に触れたとき

エ　配膳の前

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

27 原材料は、隔壁等で他の場所から区分された専用の保管場に保管設備を設け、食肉

類、魚介類、野菜類等、食材の分類ごとに区分して保管していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

28 下処理は汚染作業区域で確実に行い、非汚染作業区域を汚染しないようにしていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

29 包丁、まな板などの器具、容器等は用途別及び食品別（下処理用にあっては、魚介類

用、食肉類用、野菜類用の別、調理用にあっては、加熱調理済み食品用、生食野菜

用、生食魚介類用の別）にそれぞれ専用のものを用意し、混同しないように使用していま

すか

100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

30 器具、容器等の使用後は、全面を流水(飲用適のもの) で洗浄し、さらに80℃で、５分

間以上、またはこれと同等の効果を有する方法で十分殺菌した後、乾燥させ、清潔な保

管庫を用いるなどして衛生的に保管していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

31 まな板、ざる、木製の器具は汚染が残存する可能性が高いことを理解し、十分な殺菌に留

意していますか（木製の器具は極力使用を控えることが望ましい）
50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

32 フードカッター、野菜切り機等の調理機械は、最低１日１回以上、分解して洗浄・殺菌し

た後乾燥させていますか
50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

33 シンクは相互汚染しないように、原則として用途別に設置していますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

34 食品並びに移動性の器具、及び容器の取り扱いは、床面からの跳ね水等による汚染を防

止するため、床面から60cm以上の場所で行っていますか
50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

35 加熱調理後の食品の冷却、非加熱調理食品の下処理後の調理場等での一時保管等

は、他からの二次汚染を防止するため、清潔な場所で行っていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

36 調理終了後の食品は衛生的な容器に移してふたをし、冷たいものは冷蔵庫へ、温かいもの

はそのまま提供し、他からの二次汚染を防止していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

37 使用水は、飲用適の水を用い、使用水は、色、濁り、におい、異物を始業前、及び調理作

業終了後に毎日検査し記録していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

加熱調理食品の加熱温度管理

二次汚染の防止

原材料及び調理済み食品の温度管理



38 原材料は、原材料搬入時の時刻、室温及び冷凍または冷蔵設備内温度を記録し、調味

料庫、 冷凍または冷蔵設備に適切な温度（ 冷凍庫は–18℃以下、 冷蔵庫は5℃以

下）で保存していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

39 冷凍または冷蔵設備から出した原材料は、速やかに下処理、調理を行い、非加熱で提供

される食品については、下処理後速やかに調理に移行していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

40 調理が終了した食品は速やかに提供できるよう工夫し、加熱調理後、食品を冷却する場

合には、清潔な場所で衛生的な容器に小分けするなどして、30分以内に中心温度を

20℃付近（または60分以内に中心温度を10℃付近）まで下げるよう工夫し、冷却開

始時刻、冷却終了時刻を記録していますか

50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

41 調理終了後30分以内に提供できるものについては、調理終了時刻を記録し、調理終了

後提供までに30分以上を要する場合は、次のア及びイにより管理していますか

ア  温かい状態で提供される食品については、調理終了後速やかに保温食缶等に移し保

存すること。この場合、食缶等へ移し替えた時刻を記録すること。

イ  その他の食品については、調理終了後提供まで10℃以下で保存すること。この場合、

保冷設備への搬入時刻、保冷設備内温度及び保冷設備からの搬出時刻を記録するこ

と。

0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

42 調理後の食品は、調理終了後から２時間以内に喫食していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

43 集団給食を行う施設では、食中毒防止に細心の注意を払うとともに、食中毒が発生したと

きにその原因を調査できるように、検査用保存食を保存する必要があることを理解し、実施

していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

44 食中毒が発生したときにその原因を調査できるように、調理室内の温度、湿度等を記録し

ていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

45 職員あるいは子どもの下痢・嘔吐等の発生を迅速に把握し、感染拡大を防止するための

組織対応をマニュアル化し、定期的に有症状者の調査・監視・全体把握をしていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

46 46．検査用保存食は、提供した全ての品目を適切な方法（原材料及び調理済み食品

を食品ごとに50g程度ずつ容器等に密封し、–20℃以下で２週間）で保存しなければな

らないことを知り、実施していますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

A B C D

47 保育園の理念、目指す子どもの姿に基づいた「食育計画」を作成していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

48 「食育計画」が全職員に共有されていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

49 食に関する豊かな体験ができるような「食育計画」となっていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

50 食育計画に基づいた食事の提供・食育の実践を行い、その評価改善を行っていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

51 子どもの食事の状況をみていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

52 保育の内容を理解して、献立作成や食事の提供を行っていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

53 喫食状況、残食など評価を踏まえて調理を工夫していますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

54 年齢や個人差に応じた食事の提供がされていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

55 子どもん発達に応じた食具を使用していますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

56 保護者と連携し、発育・発達の段階に応じて離乳を進めていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

57 特別な配慮が必要な子どもの状況に合わせた食事提供がされていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

58 衛生的な食事の提供が行われていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

59 温かい物、できたての物など、子どもに最もよい状態で食事が提供されていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

60 食事をつくるプロセス、調理をする人の姿に触れることができていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

61 食事を通して五感が豊かに育つような配慮がされちますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

62 身近な大人や友だちと「食」を話題にする環境が整っていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

食の提供における質の向上

その他



63 食材に触れたり学んだりする機会を取り入れていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

64 子どもが「食」に関わる活動を取り入れていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

65 食の文化が継承できるような活動を行っていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

66 行事食を通して、季節を感じたり、季節の食材を知る体験ができていますか 100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

67 一人ひとりの過程での食事状況を把握していますか 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

68 乳幼児期の「食」の大切さを保護者に伝えていますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

69 保育園で配慮していることを、試食会やサンプルを通して伝え、関心を促していますか 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

70 レシピや調理方法を知らせる等、保護者が家庭でもできるような具体的な情報提供を行っ

ていますか
100.0% 0.0% 0.0% 0.0%

71 保護者の不安を解消したり、相談に対応できる体制が整っていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

72 地域の保護者の不安解消や相談に対応できる体制が整っていますか 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

73 地域の保護者に向けて、「食」への意識が高まるような支援を行っていますか 50.0% 0.0% 50.0% 0.0%

74 地域の子育て支援の関係機関と連携して、情報発信や情報交換、講座の開催、試食会

などを行っていますか
0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

75 保育園の「食」の質の向上のために、保健所、医療機関等、地域の他期間と連携が図ら

れていますか
0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

76 小学校と連携し、子どもの食育の連続性に配慮していますか 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

自己評価　まとめと今後の課題

衛生管理は、この施設においては最善の方法を取れていると思うので、今後、改善の必要がある時は、話し合ってよりも鋳物にして

いきたい。

食育に関しては、まだ足りないところが多々あり、保育士との連携が必要なことも多いので、できることから発信できればと考える。


